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資料３ 答申後の対応 

 

 １ 答申を受けた後の対応について 

  ○ 生徒減少期対策審議会からの答申を踏まえ、県教育委員会内で十分に

議論を重ね、次期再編整備計画の方向性を示す「素案」を平成 24 年度末

までに策定する予定である。 

 

○ この「素案」の段階で、広く関係者に説明を行い、県議会での論議や

関係市町等の意見を踏まえて、平成 25 年度末までに、次期再編整備計画

を策定する予定である。 

 

 

 ２ 県立高等学校の再編整備を進めるに当たっての留意点 

  ○ 学校はもとより、地域や関係者などにも十分情報提供を行い、協議が

なされ、理解が得られるよう取り組む必要がある。 

 


